
 

平成 27年 3月 27日 

各 位 

株式会社 鳥取銀行 

 

 

『地方銀行 フードセレクション 2015』の開催ならびに出展の募集について  

～ 地元の食品事業者の販路拡大を支援します! ～ 

 

株式会社 鳥取銀行（頭取 宮﨑 正彦）は、地域の食品関連企業・団体の販路拡大支援の一環

として、全国の地方銀行約 40 行が合同で開催する「地方銀行 フードセレクション 2015」を   

下記のとおり開催します。また、本商談会にご出展いただく企業および団体を募集いたしますの

でお知らせいたします。 

「地方銀行 フードセレクション」は、全国の地方銀行のお取引先である食品事業者と地場の

「こだわり」のある食品を求めるバイヤーとの商談機会を提供する「食」に特化した展示商談会

であり、当行は山陰地方で唯一の主催行として今年も参加いたします。 

本商談会は、今回で 10回目の開催となり、地方銀行約 40行、出展企業 700社・団体（予定）

の参加と 1万 2千名を超える食品担当バイヤーの来場が見込まれています。当行をはじめとする

主催行が全国の地方銀行ネットワークと過去 9回の運営実績を基に「食のビジネスマッチング」

における最新のソリューションを提供いたしますので、地元特産品のＰＲや販路拡大など新たな

ビジネスチャンス創出の機会として積極的にご参加ください。 

当行は『地域と共に新たな時代を切り拓く銀行』を目指し、お取引先企業の販路拡大や経営課

題の解決支援に一層注力してまいります。 

 

記 

 

１．「地方銀行 フードセレクション」の特色 

（１）主催する地方銀行のお取引先で、全国に向けた販路の拡大を希望する「食」関連の企業  

および団体と、地域色が豊かな安全で美味しい食材を求める仕入企業の食品担当バイヤー

との商談の場を提供します。 

（２）出展者は会場内に展示ブースを設け、「こだわり」のある自社商品を展示し、全国から  

来場する食品担当バイヤーに対し、試飲・試食を通じたコミュニケーションを行い、取引

開始のためのＰＲを行います。また、参加出展者間での情報交換や地域を越えたリレーシ

ョンの構築も図られます。 

（３）主催する地方銀行は、「地方銀行フードセレクション 2015」を開催することで地域への

社会貢献活動（CSR）を推進し、食品産業の発展を強力にサポートします。 

（４）“地方創生”の取組として地方の食品メーカーの販路拡大の支援をします。 

（５）確度の高い商談実現のために、全国の食品担当バイヤーとの個別商談会を同時開催します。 

 

 



【本件に関するお問い合せ先】 

地域ビジネス推進室（金山）・経営統括部（安田） 

TEL 0857-37-0274・0260 

２．商談会の概要  

名 称 
「地方銀行 フードセレクション 2015」～プロのための食の商談会～ 
 ホームページ URL http://www.food-selection.com/ 

開催日時 
平成 27年 11月 12 日（木） 11：00～18：00 

平成 27年 11月 13 日（金） 10：00～17：00 

開催場所 
東京ビッグサイト「西展示棟 西 1・2 ホール」 

（住所：東京都江東区有明 3-11-1 ＴＥＬ：03-5530-1111） 

主 催 

（予 定） 

鳥取銀行、北都銀行、荘内銀行、山形銀行、七十七銀行、東邦銀行、群馬銀行、 

足利銀行、常陽銀行、武蔵野銀行、千葉銀行、横浜銀行、第四銀行、山梨中央銀行、 

八十二銀行、北陸銀行、福井銀行、静岡銀行、大垣共立銀行、三重銀行、滋賀銀行、

京都銀行、近畿大阪銀行、池田泉州銀行、南都銀行、紀陽銀行、中国銀行、山口銀行、

百十四銀行、伊予銀行、西日本シティ銀行、筑邦銀行、北九州銀行、佐賀銀行、 

十八銀行、肥後銀行、宮崎銀行、琉球銀行、他新規行 

共 催 リッキービジネスソリューション株式会社 

後 援 

（予 定） 

北海道、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、 

千葉県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、 

静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、奈良県、大阪府、奈良県、和歌山県、 

鳥取県、岡山県、山口県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、 

宮崎県、沖縄県、他 

出展者 
各行の取引先である「食品・農産品」の生産/製造/販売等の事業者の方 

予定出展者 700 社・団体 

来場者 
スーパー、百貨店等流通企業、外食チェーン、ホテル、卸売業 

商社・食品メーカーなどの食品担当バイヤー12,000名（予定） 

 

３．出展企業および団体の募集について 

募集企業 

当行とのお取引があり、全国に通用するこだわりの逸品、地元特産品を使用した商品

等を製造・販売している企業および団体を募集いたします。 

なお、応募多数の場合は選考を行いますのでご了承下さい。 

出展料 

1 小間（基本仕様・出展料）250,000 円（税抜）原則として 1 社 2小間まで 

（2小間申込の場合は 450,000円と割引制度があります） 
※このほか、オプション設備、旅費、宿泊費、装飾費等の関連費用は出展企業の実費負担と   

なります。 

申込方法 
出展をご希望される企業および団体は、申込用紙をご記入いただき、最寄の鳥取銀行

各店もしくは FAXにて地域ビジネス推進室までお申込み願います。 

申込締切 平成 27年 6 月 30日（火） 

問合せ先 
鳥取銀行 ふるさと振興部 地域ビジネス推進室（担当：金山・石田） 

FAX：0857-37-0222 E－mail:chiiki@tottoribank.co.jp 

 

 

以 上 







Food Selection 2015

出 展 規 約

リッキービジネスソリューション株式会社　〒100-0005  東京都千代田区丸の内2-2-1岸本ビル10F   TEL  : 03-3282-7712   FAX  : 03-3282-7714  　 E-mail:  info@food-selection.com     http://www.rickie-bs.com/　担当／山本・宇山・奥村企画運営事務局

1. 規約の履行
　出展申込社の出展申込書を主催者が受理した時点で、正式な申し込みが完了したものとします。
　出展社には、以下に述べる規約および、主催者（地方銀行 フードセレクション実行委員会へ参加した主催銀行とリッキービジネスソリューション株式会社）
　から提示された｢出展社募集のご案内｣および各主催銀行が出展社を対象に開催する｢出展社説明会｣等にて配布する｢出展マニュアル｣の各規定
　（以下に説明する【6.展示に関する規約】に一部記載されています）を遵守していただきます。

　万一、これらに違反していることが明らかになった場合、主催者は判断根拠などを公表することなく、その時期を問わず出展の取り消し、小間・展示物・
　装飾物の撤去・変更を命じることができます。出展料は返還いたしません。また、出展の取り消し等によって生じた出展社および関係者の損害も補償しません。

2. 出展資格
     １） 出展社は主催者が定める｢地方銀行 フードセレクション2015｣（以下、フードセレクションという）の開催趣旨に合致する法人および団体とします。
　   主催者は出展基準にしたがって出展申込書等の提出書類により出展審査を行い、出展申込企業が出展基準を満たしていることを確認する権利を有し
       ます。提出書類に虚偽の記載があった場合、主催者は出展を取り消すことができます。

     ２） 原則として出展は、1法人につき2小間までです。

3. 出展申込数キャンセル・取り消し
    １） 出展社の事情により出展取り消し・解約をする場合は、下記のキャンセル料をお支払いいただきます。

     出展社が既に支払った金額が上記相当金額を超えている場合は、フードセレクション実行委員会より超過分から振込手数料を引いた金額を返還します。

4. 展示スペースの割り当て
    １） 展示スペースは、主催者が定める小間の配置、形状に基づき、所定の手続きにより主催各行にて決定します。出展社はその結果に従うものとします。

    ２） 出展社はいかなる理由があってもその全部または一部を、他社と交換・譲渡・貸与することはできません。

    ３） 出展申し込みのキャンセル等があった場合、主催者は、説明会等で発表した小間配置の全体レイアウトを変更する場合があります。

5. 書類の提出
     出展社は、主催者から求められた食品衛生関係、防火関係などのすべての申請書類を指定の期日までに提出しなければなりません。
     期日に遅れた場合、主催者は出展申込事項を履行するか否かを決定する権利を持ちます。

6. 展示に関する規約
    １） 当日、会場内で展示・試食・試飲できるのは、事前に出展申込書によって申請された法人の商品・サービスに限定されます。

     ２） 出展社は、出展申込書に記載された法人および商品・サービスなどに変更が生じた場合、速やかに主催者に連絡しなければなりません。
     ３） 装飾・展示物などの搬入・搬出、展示方法、試飲・試食・サンプル配布等は、｢出展マニュアル｣に規定された方法を遵守しなければなりません。
     ４） 出展社は、通路など自社小間内以外の場所で展示・宣伝などを行うことはできません。
     ５） 出展社は、熱・臭気・大音量など他社の迷惑となる行為および近隣の展示を妨害する行為をしてはいけません。出展社の行為が他社の迷惑・妨害に
            当たるかどうかは主催者が判断し、出展の改善・中止を申し入れる権利を有します。出展社はこれに従うものとします。

     ６） 出展社は、会場に適用されるすべての防火および安全法規・行政指導を遵守しなければなりません。

     ７） フードセレクションの会期中および会期後に来場者および他の出展社に対して迷惑のかかる行為（強引なセールス、勧誘、誹謗中傷、営業妨害また
            はこれらに類する行為）があったと主催者が判断した場合、主催者は出展中止または次回以降の出展申し込み拒否などの申し入れを行う権利を有
            します。出展社はこれに従うものとします。

     ８） 出展社は、自社の小間に限って撮影をすることが可能です。自社の小間以外を撮影する場合は、事前に主催者の許可を取るものとします。

7. 損害賠償責任
    １） 主催者は、いかなる理由によっても出展社およびその従業員・関係者がスペースを利用することによって生じた人または物品に対する傷害・損害な
           どに対し、一切の責任を負いません。また、出展社およびその従業員・関係者の不注意などによって展示会場内で生じた人または物品に対する傷害
           ・損害などに対し、一切の責任を負いません。主催者は、いかなる理由によっても出展社およびその従業員・関係者が入場者、バイヤー等との間で行
           なった取引、商談等から発生した損害に対し、一切の責任を負いません。

     ２） 出展社は、その従業員・関係者の不注意などによって生じた展示会場内およびその周辺建築物・設備に対するすべての損害について、直ちに賠償
             するものとします。

     ３） 主催者は、自然災害その他不可抗力の原因による会期の変更・開催の中止によって生じた出展社および関係者の損害は補償しません。   
     ４） 主催者は、自然災害・交通機関の遅延、社会不安などによって生じた出展社および関係者の損害は補償しません。

               

取り消し・解約の期日 キャンセル料
2015年9月13日（日）から10月12日（月） 税抜出展料の５０％
2015年10月13日（火）以降 税抜出展料の１００％

以上

お問い合わせ先
■鳥取銀行  ふるさと振興部　地域ビジネス推進室
〒680-8686 鳥取県鳥取市永楽温泉町171番地
TEL.0857-37-0274　FAX.0857-37-0222




